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入札説明書 

 
 入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明 

書によるものとします。 

 入札に参加する者は、下記の事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。 

 

第１ 競争入札に参加する者に必要な資格 

   入札公告第 2 に定めるもののほか、次に掲げる条件をすべて満たした者のみが、この 

入札に参加することができます。 

   １．資格要件 

    

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない 

者であること。 

（２） 御所市において令和 6･7 年度有効である業務委託等競争入札参加資格に登録

があり、登録業種が「⑨-08 発掘調査」である者。 

（３） 御所市の登録において、奈良県内に本店又は支店・営業所等が所在する者。 

（４） 作業主任者に、地山の掘削作業主任者及び足場の組立て等作業主任者を配置で

きること。 

（５） 令和２年４月１日以降において、奈良県内の官公庁が発注した遺跡発掘調査作

業補助業務委託の元請実績を有すること。 

（６） 競争入札参加資格確認時点及びそれより以後入札執行日までの間において、御

所市入札参加資格停止措置要綱による参加資格停止措置を受けていないこと。 

（７） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申

立て（同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以

下「旧更生事件」といいます。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和 27

年法律第 172 号。以下「旧法」といいます。）第 30 条の規定による更生手続開始

の申立てを含みます。）をしていない者又は申立てをなされていない者であるこ

と。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく

更生手続開始の決定を含みます。）を受けた者については、更生手続開始の申立

てをしなかったもの又は申立てをなされなかったものとみなします。 

（８） 平成 12 年 3 月 31 日以前に民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）附則第 2 条に

よる廃止前の和議法（大正 11 年法律第 72 号）第 12 条第 1 項の規定による和議開

始の申立てをしていない者であること。 

（９）平成 12 年 4 月 1 日以降に民事再生法第 21 条の再生手続開始の申立てをしてい

ない者又は申立てをされていない者であること。 

ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画 

の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又 

は申立てがされなかったものとみなします。 

    

第２  条件付一般競争入札参加表明書の提出 

    下記により条件付一般競争入札参加表明書（様式 H1）を提出してください。 

   （１）提出部数 １部 

   （２）提出期限 入札公告に示す期限までに提出してください。 

      ※期限までに提出されない場合は参加資格が無くなります。 

      ※表明者の中から無作為に２名以上を抽出し、郵便入札の開札立会の依頼をし

ます。 

 

第３  入札の手続き 

     入札の方法は郵便によります。御所市郵便入札説明書に基づき入札を執行いたしま 



す。 

 入札書への記載金額は、総額（消費税及び地方消費税含む）とします。 

 

第４ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限ります。 

 

第５  落札者の決定方法 

     予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者から順番に落札候補者

とし、入札参加資格の確認を行う順位（契約優先順位）を決定します。 

 落札候補者となるべき同価格の入札者が 2 人以上ある場合は、「くじ」により入札

参加資格の確認を行う順位（契約優先順位）を決定します。「くじ」を辞退すること

はできません。「くじ」は、開札立会人が行います。 

また、1 回目の入札で参加者全員が予定価格以下にならなかった場合は、「2 回目の

入札」を執行します。「2 回目の入札」は、参加者本人もしくは、その代理人が行い

ます。「2 回目の入札」は、物品購入等及び業務委託等入札説明書を熟読し、参加し

てください。 

 

第６ 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 

    落札候補者となった者は、下記により一般競争入札参加資格確認申請書（様式Ｓ１

～Ｓ３）及び資料等を提出してください。 

    開札後、一般競争入札参加資格の確認を実施します。 

（１） 提出書類   

①  一般競争入札参加資格確認申請書（様式Ｓ１） 

②  作業主任者調書（様式Ｓ２） 

③  様式Ｓ２に記載されている者が、地山の掘削作業主任者、足場の組立て等

作業主任者であることがわかる書類（写し） 

④  遺跡発掘調査作業補助業務委託実績調書（様式Ｓ３） 

⑤  令和２年４月１日以降において、奈良県内の官公庁が発注した遺跡発掘調

査作業補助業務委託の元請実績を有することがわかる書類（契約書の写し

等） 

  

（２）提出部数  各 1 部 

  （３）提出期限  入札公告に示す期限までに提出してください。 

      ※ 期限までに提出されない場合は参加資格が無くなります。 

      ※ 次順位者が落札候補者となった場合の提出期限は、別途指示します。 

 

  （４）提出方法  持参により提出してください。 

  （５）提出書類の作成等 

     ①作成及び提出にかかる費用は申請者の負担とします。 

     ②提出書類は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しません。 

     ③提出書類は返却しません。 

 

第７ 一般競争入札参加資格の確認 

   開札後、落札候補者となった者に対し一般競争入札参加資格の確認を実施します。参

加資格が確認できない場合は失格となります。 

この場合、第５で決定した次順位者を落札候補者として一般競争入札参加資格の確認

を実施します。 

  

第８ 契約の締結 

    落札者は、御所市契約規則（昭和 39 年 10 月 20 日規則第 18 号）第 19 条第 1 項の規

定に基づき落札決定の翌日から起算して 7 日以内に契約を締結するものとする。  


